
 京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程を公布する。 

  令和６年１２月２３日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第２号 

   京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程 

（京都市上下水道局職員給与規程の一部改正） 

第１条 京都市上下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

 

  



 



 



 



 

 

（京都市上下水道局会計年度任用職員の給与その他の給付に関する規程の一部改正） 

第２条 京都市上下水道局会計年度任用職員の給与その他の給付に関する規程の一部を次

のように改正する。 

  附則第３項の次に次の１項を加える。 

 （京都市上下水道局職員給与規程の一部改正に伴う経過措置） 

 ４ １週平均の正規の勤務時間数、任期等を考慮して別に定める会計年度任用職員に対

する令和６年４月１日から同年１２月３１日までの間におけるこの規程の規定の適用

については、第３条第１項の表１級の項中「京都市上下水道局職員給与規程」とある

のは、「京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程（令和６年１２月  

２３日京都市上下水道局管理規程第２号）第１条の規定による改正前の京都市上下水

道局職員給与規程」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の京都市上下水道局職員給与規程（以下「改正後の規程」

という。）別表第１は令和６年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の京都市

上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定によ

る給与の内払とみなす。 

（その他の経過措置） 

４ 前２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定め

る。 

（上下水道局総務部職員課） 


